
   

 

インド新会社法セミナーのご案内 

－コンプライアンス規制に対する現地での実務的対応－ 

 

日 時  2014年 10月 16日（木） 13：30～17：00（13：00受付開始） 

場 所  アルカディア市ヶ谷（私学会館） 7階 吉野  

主 催  小島国際法律事務所、J. Sagar Associates 法律事務所（インド） 

後 援  公益財団法人 日印協会 

 

 

開催趣旨 

インドは、有望な投資対象国として、既に多数の日本企業が進出しており、今後も

より一層の進出が見込まれる国です。そのインドで、2013 年 8 月に新しい会社法が

成立し、2014 年 4 月には新会社法の主要な条項が施行されました。インドに進出し

ている日本企業は喫緊の課題として新会社法への対応を求められています。このよう

な状況の中、インド新会社法に関する各種セミナーも数多く開催されています。しか

し、その多くは新会社法の条文を解説するにとどまり、インドに進出している日本企

業が直面する実務的な問題や、現地での実務的な対応までカバーするものは少ないの

が現状です。 

そこで、小島国際法律事務所では、長年培ったインド業務の経験を踏まえてインド

新会社法の勘所を解説するとともに、現地のインド弁護士 2名を講師として招き、新

会社法に対する現地の最新の実務的な対応をご紹介すべく、本セミナーを企画しまし

た。本セミナーでは、インド新会社法について、インドに進出する日本企業が直面す

る問題に焦点を絞り解説いたします。 

本セミナーの序盤（第一部）では、インド新会社法の概要を、日本人弁護士がわか

りやすく日本語で整理してご提供します。特に、条文の解釈が不明確な箇所や新たな

解釈通知がなされた箇所等、情報が錯綜している箇所について解説いたします。 

本セミナーの中核になる第二部では、現地の最新情報を踏まえて、インド弁護士が

インド新会社法を解説します。特に、インドに進出している外国会社が、居住取締役、

独立取締役、女性取締役等のインド新会社法のコンプライアンス規制にどのように対

応しているかを、最新の具体例を交えてご紹介します。 

本セミナーは、既にインドに進出されている日本企業の皆様にとっての課題である

インド新会社法におけるコンプライアンス規制への対応を主に解説するものです。し

かしながら、これからインド進出を検討している日本企業の皆様にとっても、いずれ

は直面する現実の法律的な問題であり、有益な情報となることを確信しています。



   

プログラム 

 

13:00～13:30 登録（受付） 

13:30～13:35 開会の辞 

13:35～14:15 第一部（インド新会社法の概要） 

 講師：小島国際法律事務所 

   弁護士 雨宮 弘和 

14:15～14:20 休憩 

14:20～16:20 第二部（インド新会社法への実務的な対応） 

 講師：J. Sagar Associates 法律事務所 

   弁護士 Upendra Nath Sharma 

   弁護士 Murali Ananthasivan 

 ※講演は英語で行います。途中当事務所弁護士が日本語によりポイン

トを適宜ご紹介します。 

16:20～16:30 休憩 

16:30～16:50 第三部（インドにおけるコンプライアンス対応のポイント） 

 講師：小島国際法律事務所  

弁護士 小川 浩賢 

16:50～17:00 質疑応答 

 

講師紹介 

Upendra Nath Sharma 

J. Sagar Associates 法律事務所パートナー。主な取扱分野：M&A、プラ

イベートエクイティ投資、企業法務一般。多国籍企業を代理して多数のク

ロスボーダー案件に従事。インドへの外国直接投資のアドバイス経験も 

豊富。 

Murali Ananthasivan 

J. Sagar Associates 法律事務所パートナー。25年を超える広範な企業法

務経験を有する。主な取扱分野： M&A（特に企業再生）、証券法、企業法

務一般。  

 

小川 浩賢 

1993 年弁護士登録と同時に小島国際法律事務所に入所。2000 年よりパー

トナー。主な取扱分野：国際企業法務、対外直接投資（特にインド）、倒産

法、租税法。 

 

雨宮 弘和 

2005年弁護士登録と同時に小島国際法律事務所に入所。主な取扱分野：国

際企業法務、対外直接投資。



   

参加費 

お 1人様 5,000円（消費税込） 

（10月 9日（木）以降のキャンセルは、参加費を全額申し受けますのでご了承下さい。） 

 

お申込みいただいた方から順に、確認票を Eメールにて送付申し上げます。確認票が

到着次第、お振込み下さい。（※振込手数料は、ご負担下さい。） 

 

振込先  みずほ銀行 市ヶ谷支店 

     当座預金 0105058 

口座名義 小島国際法律事務所（コジマコクサイホウリツジムショ） 

 

参加特典 

本セミナーに参加いただいた企業の方には、14社を上限として、10月 17日（金）午

前 10時から午後 5時の間に 45分間を限度として無料でUpendra Nath Sharma弁護

士又は Murali Ananthasivan 弁護士のいずれかのカウンセリングをお受けいただく

機会を提供いたします。小島国際法律事務所の弁護士が通訳を兼ねて同席いたします

ので、日本語でご相談下さい（通訳の時間分正味のカウンセリング時間が短くなるこ

とはご了承下さい）。 

場所は小島国際法律事務所（市ヶ谷駅近く）で、時間は当方にて指定させていただき

ますのでご了承下さい。先着順にてお申込みをお受けいたします。ご希望の場合には

申込書にその旨をご記入下さい。 

 

申込方法 

必要事項を添付の申込書（エクセルシート）にご記入の上、E メールに添付して

seminar@kojimalaw.jp までお申込み下さい。 

FAXでのお申込みも 03-3222-1405 にて受け付けております。 

※ご記入いただいた個人情報は、当法律事務所のプライバシーポリシー

(http://www.kojimalaw.jp/policy/index.html) に順じて取扱いいたします。 

 

申込締切 

2014年 10月 2日（木） 

（ただし定員になり次第、締め切らせていただきます。） 

 

定員 

33名 

（申込み多数の場合には先着順とさせていただきますのでご了承下さい。） 

mailto:seminar@kojimalaw.jp
http://www.kojimalaw.jp/policy/index.html


   

申込・問合先 

小島国際法律事務所 

TEL 03-3222-1401 / 担当 松谷・吉田 

FAX 03-3222-1405 

Eメールアドレス seminar@kojimalaw.jp  

ホームページ URL http://www.kojimalaw.jp/ 

インド進出サポート URL  http://www.kojimalaw.jp/inquiries/india.html  

 

会場ご案内 
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